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実務解釈指針第22号（以下、「DIPN 22」）は、従来、香港の支払人が非居住者に支払うロ
イヤルティに適用される香港の実効源泉徴収税率に焦点を当てていました。

DIPN 49は、従来、パートAにて、特定の知的財産権（以下、「IPR」）に関する損金算入の
規定を扱う一方、パートBにて、内国歳入法（以下、「IRO」）のセクション14に基づく、特定
の状況下におけるIPRのロイヤルティ収入に関する源泉徴収の規定を扱っていました。

これら2つのDIPNは最近改訂され、従来のDIPN 49のパートBは、改訂DIPN 22へ統合さ
れました。また、従来の規定にも変更が加えられました。

IPRのロイヤルティ収入に関する修正された源泉所得ルールによると、源泉所得ルールが、
「IPRの使用場所」を主眼としたものから、「広範なオペレーションテスト（IPRを取得し、当該
IPRのライセンスを供与するために行われたオペレーションが、どこでどのように行われた
かを含む）」に変更されたかどうかは、不明瞭です。

改訂DIPN 49のパートAも更新され、2018年の関連法令の制定に伴い追加された3種類
のIPRの取得費用は、IROのセクション16EAに基づく損金算入の対象となります。なお、
当該3種類のIPR とは、（i）興行権、（ii）保護対象である集積回路の回路配置（トポグラ
フィー）設計権、（iii）保護対象の植物品種の権利です。

これらの改訂DIPNで扱われている税務上の問題の多くは複雑であるため、必要に応じて、
税務専門家のアドバイスを求める必要があります。

ロイヤルティ収入に関する源泉所得ルールの修正及び改訂DIPN
22への統合
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IROセクション14に基づくロイヤルティ収入の源泉

広範な指針原則

DIPN 21で述べられていることを繰り返しますが、改訂
DIPN 22では、ロイヤルティ収入を得るため、何を行い、
どこで行われたかという、ロイヤルティ収入の源泉を判断
する際の広範な指針原則が規定されています。言い換え
れば、関連する利益を生み出すオペレーションを特定し、
当該オペレーションがどこで行われたかを把握することが
適切なアプローチとなります。ロイヤルティ収入の源泉は、
当該収入を生み出す事業者のオペレーションに起因する
ものであり、グループ内の他の事業者のオペレーションに
起因するものではありません。

この点に関して、オペレーションは、当該事業者が行うす
べての活動を含むわけではありません。先行または付随
する活動と区別し、ロイヤルティ収入を直接的に生み出
す取引がどこで行われたかに焦点が当てられます。ただ
し、何が「ロイヤルティ収入を直接的に生み出す取引」に
該当するかは、各ケースにおける事実と状況を総合的に
勘案の上、判断する必要があります。

広範な指針原則の適用：源泉所得ルール

改訂DIPN 22では、以下3つの状況において、 IROのセク
ション14に基づき、ロイヤルティ収入の源泉を判断する
際、上記の広範な指針原則がどのように適用されるかに
ついて、説明されています。

(i) ライセンサーが作成または開発した知的財産のライ
センス供与

香港で事業を行っている事業者が作成または開発し
た知的財産のライセンスを他の事業者に供与した場
合、当該ライセンスから生じるロイヤルティ収入は、一
般的に香港源泉所得とみなされるため、事業所得税
の課税対象となります。当該ライセンスを供与された
事業者が、当該知的財産を使用する場所は、ロイヤ
ルティ収入の源泉を判断する際の関連要素ではあり
ません。したがって、当該知的財産が香港外で使用さ
れたとしても、当該知的財産のライセンス収入は、香
港源泉所得とみなされます。なぜなら、当該ロイヤル
ティ収入は、主に当該事業者の知恵と労働力によっ
て、香港で作成または開発された知的財産から生成
されているためです。

(ii) ライセンサーが取得した知的財産のライセンス供与

事業者が香港外で知的財産の所有権を取得し、香港
外で使用するため、香港外の他の事業者へライセン
スを供与した場合、当該ライセンスから生じるロイヤ
ルティ収入は、通常、香港源泉所得とみなされず、事
業所得税の課税対象になりません。

(iii) 知的財産のサブライセンス供与

知的財産の所有者から、知的財産の使用ライセンス
のみを取得し（すなわち、知的財産の所有権は取得し
ていない）、香港外で使用するため、他の事業者者へ
サブライセンスとして供与した場合、内国歳入局長官
は、当該ライセンスを取得及び供与した場所によって、
当該ライセンスから生じるロイヤルティ収入が香港源
泉所得であるかどうかを判断すると考えられます。し
たがって、事業者が香港で知的財産の使用ライセン
スを取得し、香港でそのサブライセンスを供与した場
合、当該サブライセンスから生じるロイヤルティ収入
は香港源泉所得とみなされます。

若干の変更にもかかわらず、改訂DIPN 22にて、自己開
発IPR[状況（i）]、及びIPRのサブライセンス供与[状況
（iii）]に関する源泉所得ルールの対象となる、「知恵と労
働力」及び「ライセンスの取得場所とサブライセンスの供
与場所」への言及は、過去にDIPN 49で記載されていた
文言から変更されていません。

ただし、改訂DIPN 22の状況（ii）に 2度記載されている
「香港外」という追加文言について、オフショア源泉の所
得とみなされるために、次の条件を満たす必要があるか
どうかは、不明瞭となっています。

（a）IPRの取得とそのライセンス供与が、いずれも香港外
で行われる必要がある、または

（b）IPRの売り手及びIPRのライセンスを供与された事業
者のみが、いずれも香港で事業を行っていない非香港企
業である必要がある

香港の支払人が非居住者へ支払うロイヤルティに関す
る実効源泉徴収税率

香港のロイヤルティの支払人は、非居住者の香港におけ
る税務上の債務をカバーするため、非居住者へ支払うロ
イヤルティから、十分な金額を源泉徴収することが要求
されています。

通常の源泉徴収税率は、ロイヤルティ支払額の4.95%又
は4.5%となります（すなわち、 30%のみなし所得率に対
して、法人税率16.5%又は非法人の標準税率15%が適
用される1）。

ただし、当該非居住者が、（i）香港の支払人の関連者で
あり、内国歳入局長官（以下、「CIR」）が当該IPRの全部
または一部の所有者を非居住者でないと判断した場合、
或いは（ii）香港との間で包括的な二重課税防止協定（以
下、「CDTA」）を締結している国・地域の居住者である場
合、上記の通常の源泉徴収税率は適用されない可能性
があります。

上記（i）の場合、源泉徴収税率は、ロイヤルティ支払額
の16.5%又は15%に引き上げられる可能性があります
（すなわち、IROのセクション21Aの租税回避防止条項に
より、 100%のみなし所得率に対して、標準の法人税率
や非法人の税率が適用されます）。

上記の（ii）の場合、CIRがIROの一般的又は特定の租税
回避防止条項を行使しない限り、関連するCDTAに定め
られている源泉徴収税率が、香港国内法で適用される
源泉徴収税率の4.95%又は4.5%よりも低い場合、当該
CDTAに定められている源泉徴収税率が優先して適用さ
れます。

後者の場合、IROの租税回避防止条項の適用により、
CDTAに定められている源泉徴収税率が無効になるとい
う明確な規定が、関連するCDTAに含まれているかどう
かに関わらず、改訂DIPN 22は、IRDが暗黙的に税率無
効化の見解をとっていることを示しています。

上述の税務上の問題の多くは複雑であるため、必要に
応じて、税務専門家のアドバイスを求める必要がありま
す。

1.当該非居住者が2段階の事業所得税率制度の適用対象となる場合、
税率がさらに軽減される可能性がある。
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